
第７４号議案 

 

 

町田市附属機関の災害時等における審議等の実施のための関係条例の整備に

関する条例 
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令和２年(２０２０年)８月２７日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市附属機関の災害時等における審議等の実施のための関係条例の整備に関

する条例 

 （町田市交通安全推進協議会設置条例の一部改正） 

第１条 町田市交通安全推進協議会設置条例（昭和３７年２月町田市条例第３号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （総則） 

第１条 町田市における交通道徳の高揚と交通

安全運動の推進並びに交通環境の整備及び交

通事故防止のため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定

に基づき、町田市交通安全推進協議会（以下

「協議会」という。）を置く。 

第１条 町田市における交通道徳の高揚と交通

安全運動の推進並びに交通環境の整備及び交

通事故防止のため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定

に基づき、町田市交通安全推進協議会（以下

「協議会」という。）をおく。 

（組織）  （組織） 

第３条 協議会に次の役職員を置く。 第３条 協議会に次の役職員をおく。 

略  略 

（会長及び副会長） （会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 第４条 協議会に会長及び副会長をおく。 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ

るときは、その職務を代理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あると

きは、その職務を代理する。 

（幹事） （幹事） 

第６条 幹事は、市長が任命し、又は委嘱する。 第６条 幹事は市長が任命または委嘱する。 

２ 略 ２ 略 

 （会議） 

 第７条 協議会は、必要の都度会長が招集し、

会長が議長となる。 

（委任） （補則） 

第７条 この条例に定めるもののほか、協議会

の運営に関し必要な事項は、協議会の意見を

聴き、町田市規則で定める。 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会

の運営その他必要な事項に関しては、協議会

の意見をきき、市長が別にこれを定める。 
 

 （町田市住居表示整備審議会条例の一部改正） 
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第２条 町田市住居表示整備審議会条例（昭和３８年９月町田市条例第２１号）の一

部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、市内の

町及び丁目の決定並びにその名称、区域及び

境界の決定その他住居表示の整備に関する重

要事項について調査審議し、答申する。 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、市内の

町及び丁目の決定並びにその名称、区域及び

境界の決定その他住居表示の整備に関する重

要事項について調査し、審議し、及び答申す

る。 

 （会議） 

 第６条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。 

 ２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。 

 ３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、

可否同数のときは会長の決するところによ

る。 

（幹事及び書記） （幹事及び書記） 

第６条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、

市の職員のうちから市長が任命する。 

第７条 審議会に幹事及び書記若干名を置き、

市の職員のうちから市長が任命する。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（委任） （委任） 

第７条 略 第８条 略  

（町田市防災会議条例の一部改正） 

第３条 町田市防災会議条例（昭和３８年９月町田市条例第２２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（委任） （議事等） 

第６条 この条例に定めるもののほか、防災会

議の議事運営に関し必要な事項は、町田市規

則で定める。 

第６条 前各条に定めるもののほか、防災会議

の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災

会議に諮って定める。  

 （町田市文化財保護条例の一部改正） 
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第４条 町田市文化財保護条例（昭和５２年４月町田市条例第３０号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章～第６章 略 第１章～第６章 略 

第７章 町田市文化財保護審議会（第４８条

―第５５条） 

第７章 町田市文化財保護審議会（第４８条

―第５７条） 

第８章 雑則（第５６条―第５８条） 第８章 雑則（第５８条―第６０条） 

第９章 罰則（第５９条―第６２条） 第９章 罰則（第６１条―第６４条） 

附則 附則 

（定義） （定義） 

第２条 この条例で「文化財」とは、次に掲げ

るものをいう。 

第２条 この条例で「文化財」とは、次に掲げ

るものをいう。 

（１）～（３）略 （１）～（３）略 

（４）貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴

史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋

梁、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は

観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、

繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地

を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象

の生じている土地を含む。）で学術上価値の

高いもの（以下「記念物」という。） 

（４）貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で

歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋

梁、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は

観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、

繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地

を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象

の生じている土地を含む。）で学術上価値の

高いもの（以下「記念物」という。） 

（滅失・毀損等） （滅失・き損等） 

第８条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅

失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、

若しくは盗み取られたときは、所有者（管理

責任者がある場合は、その者）は、速やかに

その旨を教育委員会に届け出なければならな

い。 

第８条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅

失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、

若しくは盗み取られたときは、所有者（管理

責任者がある場合は、その者）は、速やかに

その旨を教育委員会に届け出なければならな

い。 

（管理又は修理に関する勧告） （管理又は修理に関する勧告） 

第１２条 市指定有形文化財の管理が適当でな

いため当該市指定有形文化財が滅失し、毀損

し、又は盗み取られるおそれがあると認めら

れるときは、教育委員会は、所有者又は管理

責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の

第１２条 市指定有形文化財の管理が適当でな

いため当該市指定有形文化財が滅失し、き損

し、又は盗み取られるおそれがあると認めら

れるときは、教育委員会は、所有者又は管理

責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の
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設置その他管理に関し必要な措置を勧告する

ことができる。 

設置その他管理に関し必要な措置を勧告する

ことができる。 

２ 市指定有形文化財が毀損している場合にお

いて、その保存のため必要があると認めると

きは、教育委員会は、所有者に対しその修理

について必要な勧告をすることができる。 

２ 市指定有形文化財がき損している場合にお

いて、その保存のため必要があると認めると

きは、教育委員会は、所有者に対しその修理

について必要な勧告をすることができる。 

３・４ 略 ３・４ 略 

（公開） （公開） 

第１６条 略 第１６条 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 第１項又は第２項の規定により出品し、又

は公開したことに起因して当該市指定有形文

化財が滅失し、又は毀損したときは、市は、

所有者に対しその通常生ずべき損失を補償す

る。ただし、所有者の責に帰すべき事由によ

って滅失し、又は毀損した場合は、この限り

でない。 

７ 第１項又は第２項の規定により出品し、又

は公開したことに起因して当該市指定有形文

化財が滅失し、又はき損したときは、市は、

所有者に対しその通常生ずべき損失を補償す

る。ただし、所有者の責に帰すべき事由によ

って滅失し、又はき損した場合は、この限り

でない。 

（市登録有形文化財及び市登録有形民俗文化

財の公開） 

（市登録有形文化財及び市登録有形民俗文化

財の公開） 

第４１条 略 第４１条 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 第１項又は第２項の規定により出品し、又

は公開したことに起因して当該市登録有形文

化財又は当該市登録有形民俗文化財が滅失

し、又は毀損したときは、市は、所有者に対

しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、

所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、

又は毀損した場合は、この限りでない。 

７ 第１項又は第２項の規定により出品し、又

は公開したことに起因して当該市登録有形文

化財又は当該市登録有形民俗文化財が滅失

し、又はき損したときは、市は、所有者に対

しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、

所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、

又はき損した場合は、この限りでない。 

（所有者の変更等の届出） （所有者の変更等の届出） 

第４６条 市登録有形文化財等の所有者又は市

登録有形文化財等管理責任者は、次の各号の

いずれかに該当するときは、速やかにその旨

を教育委員会に届け出なければならない。た

だし、教育委員会規則で定める場合は、この

限りでない。 

第４６条 市登録有形文化財等の所有者又は市

登録有形文化財等管理責任者は、次の各号の

いずれかに該当するときは、速やかにその旨

を教育委員会に届け出なければならない。た

だし、教育委員会規則で定める場合は、この

限りでない。 

（１）・（２）略 （１）・（２）略 

（３）市登録有形文化財等の全部又は一部が滅

失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、

若しくは盗み取られたとき。 

（３）市登録有形文化財等の全部又は一部が滅

失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、

若しくは盗み取られたとき。 
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（４）～（６）略 （４）～（６）略 

（設置） （設置） 

第４８条 法第１９０条第１項の規定に基づ

き、教育委員会に町田市文化財保護審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

第４８条 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２０２条の３の規定に基づき、教育委

員会に、町田市文化財保護審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

 （招集） 

 第５５条 審議会は、会長が招集する。 

 （議事） 

 第５６条 審議会は、委員の過半数が出席しな

ければ会議を開くことができない。 

 ２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

（部会） （部会） 

第５５条 略 第５７条 略 

（標識等の設置） （標識等の設置） 

第５６条 略 第５８条 略 

（記録の作成等） （記録の作成等） 

第５７条 略 第５９条 略 

（委任） （施行規則） 

第５８条 略 第６０条 略 

 （刑罰） 

第５９条 市指定有形文化財を損壊し、毀棄し、

又は隠匿した者は、５万円以下の罰金又は科

料に処する。 

第６１条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、

又は隠匿した者は、５万円以下の罰金又は科

料に処する。 

第６０条 市指定史跡旧跡名勝天然記念物の現

状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行

為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡

するに至らしめた者は、５万円以下の罰金又

は科料に処する。 

第６２条 市指定史跡旧跡名勝天然記念物の現

状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行

為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡す

るに至らしめた者は、５万円以下の罰金又は

科料に処する。 

第６１条 略 第６３条 略 

第６２条 略 第６４条 略  

 （町田市立図書館協議会条例の一部改正） 

第５条 町田市立図書館協議会条例（昭和６０年６月町田市条例第２０号）の一部を

次のように改正する。 
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 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）

第１４条の規定に基づき、町田市立図書館に

町田市立図書館協議会（以下「協議会」とい

う。）を置く。 

第１条 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）

第１４条の規定に基づき、町田市立図書館（以

下「図書館」という。）に町田市立図書館協

議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （会議） 

 第５条 協議会は、委員長が招集する。 

 ２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ

開くことができない。 

 ３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、

可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 

 （庶務） 

 第６条 協議会の庶務は、図書館において処理

する。 

（委任） （委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、協議会

の運営に関し必要な事項は、町田市教育委員

会規則で定める。 

第７条 この条例で定めるもののほか、必要な

事項は、町田市教育委員会規則で定める。 

 

 （町田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正） 

第６条 町田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例（平成元年３月町田市条例第

６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（所掌事務） （所掌事項） 

第２条 略 第２条 略 

 （招集） 

 第５条 審議会は、会長が招集する。 

 （会議） 

 第６条 審議会は、３分の２以上の出席がなけ

れば会議を開くことができない。 

 ２ 審議会の議事は出席者の過半数で決し、可
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否同数のときは、会長の決するところによる。 

（会議の公開） （会議の公開） 

第５条 略 第７条 略 

 （守秘義務）  （守秘義務） 

第６条 略 第８条 略 

（委任） （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会

の運営に関し必要な事項は、町田市規則で定

める。 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が定める。 

（罰則） （罰則） 

第８条 第６条の規定に違反した者は、１年以

下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第１０条 第８条の規定に違反した者は、１年

以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処す

る。  

 （町田市国民保護協議会条例の一部改正） 

第７条 町田市国民保護協議会条例（平成１８年３月町田市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （会議） 

 第４条 協議会の会議は、会長が招集し、会長

が議長となる。 

 ２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、

会議を開き、議決をすることができない。 

 ３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で

これを決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（幹事） （幹事） 

第４条 略 第５条 略 

（部会） （部会） 

第５条 略 第６条 略 

（委任） （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、協議会

の運営に関し必要な事項は、町田市規則で定

める。 

第７条 前各条に定めるもののほか、協議会の

運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮

って定める。  

 （町田市障がい者施策推進協議会条例の一部改正） 
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第８条 町田市障がい者施策推進協議会条例（平成２２年１０月町田市条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲

げる事項について調査審議し、答申する。 

第２条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲

げる事項について調査、審議し、答申する。 

（１）・（２）略 （１）・（２）略 

２ 略 ２ 略 

 （会議） 

 第６条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。 

 ２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。 

 ３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

 ４ 会長は、必要があると認めるときは、協議

会に委員以外の者の出席を求めることができ

る。 

（部会） （部会） 

第６条 専門的事項を調査審議するため、協議

会に部会を置くことができる。 

第７条 専門的事項を調査、審議するため、協

議会に部会を置くことができる。 

２～４ 略 ２～４ 略 

（委任） （委任） 

第７条 略 第８条 略  

 （町田市保健所条例の一部改正） 

第９条 町田市保健所条例（平成２２年１２月町田市条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （会議） 

 第１１条 協議会は、必要に応じ会長が招集す

る。 
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 ２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。 

 ３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

 ４ 会長は、必要があると認めるときは、協議

会に委員以外の者の出席を求めることができ

る。 

（委任） （委任） 

第１１条 略 第１２条 略  

 （町田市大気汚染障がい者認定審査会条例の一部改正） 

第１０条 町田市大気汚染障がい者認定審査会条例（平成２２年１２月町田市条例第

３７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 大気汚染に係る健康障害者に対する医

療費の助成に関する条例（昭和４７年東京都

条例第１１７号。以下「条例」という。）第５

条第１項の規定に基づき、大気汚染の影響を

受けると推定される疾病の認定に関する事項

を調査審議するため、市長の附属機関として、

町田市大気汚染障がい者認定審査会（以下「審

査会」という。）を置く。 

第１条 大気汚染に係る健康障害者に対する医

療費の助成に関する条例（昭和４７年東京都

条例第１１７号。以下「条例」という。）第５

条第１項の規定に基づき、大気汚染の影響を

受けると推定される疾病の認定に関する事項

を調査、審議するため、市長の附属機関とし

て、町田市大気汚染障がい者認定審査会（以

下「審査会」という。）を置く。 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 審査会は、市長の諮問に応じ、市長が

条例第５条第１項に規定する認定及び条例第

６条第２項に規定する認定の有効期間の更新

を行うに当たって、必要な事項について調査

審議し、答申する。 

第２条 審査会は、市長の諮問に応じ、市長が

条例第５条第１項に規定する認定及び条例第

６条第２項に規定する認定の有効期間の更新

を行うに当たって、必要な事項について調査、

審議し、答申する。 

 （会議） 

 第６条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。 

 ２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。 

 ３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、会長の決す
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るところによる。 

 ４ 会長は、必要があると認めるときは、審査

会に委員以外の者の出席を求めることができ

る。 

（委任） （委任） 

第６条 略 第７条 略  

 （町田市生涯学習審議会条例の一部改正） 

第１１条 町田市生涯学習審議会条例（平成２３年６月町田市条例第２９号）の一部

を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、

次に掲げる事項について調査審議し、答申す

る。 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、

次に掲げる事項について調査、審議し、答申

する。 

（１）～（３）略 （１）～（３）略 

（臨時委員） （臨時委員） 

第５条 教育委員会は、特別又は専門の事項を

調査審議するために必要があると認めるとき

は、審議会に臨時委員を置くことができる。 

第５条 教育委員会は、特別又は専門の事項を

調査し、審議するために必要があると認める

ときは、審議会に臨時委員を置くことができ

る。 

２ 略 ２ 略 

 （会議） 

 第７条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。 

 ２ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時

委員の過半数が出席しなければ、会議を開く

ことができない。 

 ３ 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委

員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

 ４ 会長は、必要があると認めるときは、審議

会に委員及び臨時委員以外の者の出席を求め

ることができる。 

（委任） （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会 第８条 この条例に定めるもののほか、審議会
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の運営に関し必要な事項は、町田市教育委員

会規則で定める。 

の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則

で定める。 
 

 （町田市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第１２条 町田市子ども・子育て会議条例（平成２５年１０月町田市条例第３６号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（所掌事務） （所掌事務） 

第３条 子育て会議は、市長の諮問に応じ、次

に掲げる事項について調査審議し、答申する。 

第３条 子育て会議は、市長の諮問に応じ、次

に掲げる事項について調査、審議し、答申す

る。 

（１）～（３）略 （１）～（３）略 

（臨時委員） （臨時委員） 

第６条 市長は、特別又は専門の事項を調査審

議するために必要があると認めるときは、子

育て会議に臨時委員を置くことができる。 

第６条 市長は、特別又は専門の事項を調査し、

審議するために必要があると認めるときは、

子育て会議に臨時委員を置くことができる。 

２ 略 ２ 略 

 （会議） 

 第８条 子育て会議は、必要に応じ会長が招集

する。 

 ２ 子育て会議は、委員及び議事に関係のある

臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を

開くことができない。 

 ３ 子育て会議の議事は、出席した委員及び臨

時委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、会長の決するところによる。 

 ４ 会長は、必要があると認めるときは、子育

て会議に委員及び臨時委員以外の者の出席を

求めることができる。 

（委任） （委任） 

第８条 略 第９条 略  

 （町田市空家等の発生の予防、適切な管理及び活用の促進に関する条例の一部改正） 

第１３条 町田市空家等の発生の予防、適切な管理及び活用の促進に関する条例（平

成２７年１２月町田市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 
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 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（審議会の設置等） （審議会の設置等） 

第１３条 略 第１３条 略 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、特定空家等

に対する措置その他の特定空家等に関し必要

な事項について調査審議し、答申する。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、特定空家等

に対する措置その他の特定空家等に関し必要

な事項について調査、審議し、答申する。 

３～９ 略 ３～９ 略 

 １０ 審議会は、必要に応じ会長が招集する。 

 １１ 審議会は、委員の過半数が出席しなけれ

ば、会議を開くことができない。 

 １２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数

をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

 １３ 会長は、必要があると認めるときは、審

議会に委員以外の者の出席を求めることがで

きる。 

１０ 略 １４ 略  

 （町田市立学校適正規模・適正配置等審議会条例の一部改正） 

第１４条 町田市立学校適正規模・適正配置等審議会条例（平成３１年３月町田市条

例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

 （会議） 

 第７条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。 

 ２ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時

委員の過半数が出席しなければ、会議を開く

ことができない。 

 ３ 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委

員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

 ４ 会長は、必要があると認めるときは、審議

会に委員及び臨時委員以外の者の出席を求め

ることができる。 
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（委任） （委任） 

第７条 略 第８条 略  

 （町田市学校給食問題協議会の設置に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第１５条 町田市学校給食問題協議会の設置に関する条例の一部を改正する条例（令

和２年３月町田市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の二重下線を付した部分について改正する。
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改正後 改正前 

改正後 改正前 

 （会議） 

 第７条 協議会は、会長が招集す

る。 

 ２ 協議会は、委員の半数以上の

出席がなければ会議を開くこ

とができない。 

 

 ３ 協議会の議事は、出席委員の

過半数で決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによ

る。 

 ４ 会議は、公開を原則とする。 

 

 

 

（委任） （委任） 

第７条 この条例に定めるもの

のほか、協議会の運営に関し必

要な事項は、町田市教育委員会

規則で定める。 

第８条 この条例の施行につい

て必要な事項は、町田市教育委

員会規則で定める。 

 

改正後 改正前 

（会議） （会議） 

第７条 協議会は、必要に応じ会

長が招集する。 

第７条 協議会は、会長が招集す

る。 

２ 協議会は、委員及び議事に関

係のある臨時委員の過半数が

出席しなければ、会議を開くこ

とができない。 

２ 協議会は、委員の半数以上の

出席がなければ会議を開くこ

とができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委

員及び臨時委員の過半数をも

って決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

３ 協議会の議事は、出席委員の

過半数で決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによ

る。 

４ 会長は、必要があると認める

ときは、協議会に委員及び臨時

委員以外の者の出席を求める

ことができる。 

４ 会議は、公開を原則とする。 

（委任） （委任） 

第８条 この条例に定めるもの

のほか、協議会の運営に関し必

要な事項は、町田市教育委員会

規則で定める。 

第８条 この条例の施行につい

て必要な事項は、町田市教育委

員会規則で定める。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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